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◆ 会津若松市 ルートマップ 

 
 

◆  交通機関 

 
 

・大阪国際（伊丹）空港から福島空港まで  約 1時間 10分 

・新千歳空港から福島空港まで   約 1時間 30分 

 

※福島空港から会津若松まで（一般道路経由） 約 1時間 40分 

            

福

島

空

港 



◆ 市 章 

（昭和 2年 4月 26日制定） 

 

明治戊辰の戦役でその名を馳せた会津藩の旗印や、白虎隊士など会津藩士の肩章として使われ

ていた「會」の字をデザイン化したものである。 

会津若松市の歴史と伝統の重みを表すとともに、市民の融和を表徴している。 

 

 

◆ 青少年の心を育てる市民行動プラン“あいづっこ宣言” 
 

会津若松市には会津藩校日新館創設以来、「人づくり」こそ地域発展の礎との考えのもと、教育に

力を入れてきた歴史と伝統があり、この、会津で培われた伝統的な規範意識を踏まえながら、市民共

通の行動指針として、策定したものである。 

（平成 14年 2月 13日策定） 

 

 



◆ 会津若松の花・木・鳥 
 

市の花 市の木 市の鳥 

   

「あおい（タチアオイ）」 

 

昭和 42年８月３日制定 

 

 戊辰百年祭の記念行事の

一環として一般市民から公

募し、多年草の草花で、真紅、

白などの花を咲かせ、開花期

も長く会津地方にたくさん

見られる花で、市民ともゆか

り深いことから選定された。 

「アカマツ」 

 

昭和 54年９月 22日制定 

 

 市制８０周年記念事業の一

環として一般市民から公募

し、気候風土に合い、今後と

も親しみ愛される樹木である

こと、アカマツは「若松」が

「若い松」とも読み替えるこ

とができるということから選

定された。 

「かっこう」 

 

昭和 59年 10月１日制定 

 

 鶴ケ城築城 600年まつり記

念事業の一環として一般市民

から公募し、春を告げる鳥で

親しみやすく、声がきれいで

あることから選定された。 
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１. 市 の 位 置      

福島県西部、会津盆地の東南にあり、市役所庁舎

は、おおむね東経 139 度 55 分 47 秒、北緯 37 度 29

分 41秒、海抜 218.32mに位置し、東京から約 300km、

県都福島市から約 100km の距離にあります。東は猪

苗代湖を境とし、南は布引山・大戸岳を境とした諸

山岳が壁をなし、西は会津平坦部を縦断する宮川を

境とし、北は日橋川を境としています。 

２. 気 候       

気候は、内陸盆地特有の複雑さを示し、冬期は日

本海側の気候となり好天が少なく降雪量も多いほ

うです。夏期は太平洋側に近い気候を示しますが、

春秋にはこれに内陸型の気候条件が加わり、日中と

夜間の気温差は激しいほうです。平均最高気温（８

月）は 30.6℃、平均最低気温（１月）は-3.7℃で、

12 月上旬から３月下旬まで日最低気温は氷点下に

なる日があります。年間平均降水量は 1,200mm前後､

平均日照時間は約 1,600 時間、平年の年間の降雪の

深さ合計は約 500cm となっています。 

３. 人 口・世 帯 数 等     

◆ 人口（令和８年４月１日 住基人口） 

男 51,831 人 

女 56,023 人 

計 107,854 人 
 

◆ 世帯数（令和８年４月１日 住基人口） 

51,986 世帯 
 

◆ 市域面積 382.99
   2

km 
 

◆ 産業(大分類)別就業人口（令和 2年国勢調査） 

第１次産業 2,498 人 

第２次産業 14,557 人 

第３次産業 41,261 人 

分類不能 2,432 人 

計 60,478 人 
 

４. 市 の 推 移      

◆ 合併の経過 

  ● 明治 32 年４月１日（若松市制施行） 

・面積           5.75
    2

㎞ 

・人口           30,488人 

 

 

● 昭和 12年４月１日 

・合併した地域  北会津郡町北村の一部 

・合併後の面積  6.42
    2

㎞ 

・合併後の人口  30,488人 

● 昭和 26年４月１日 

・合併した地域  北会津郡町北村 

・合併後の面積  11.82
    2

㎞ 

・合併後の人口  62,509人 

● 昭和 30年１月１日 

・合併した地域  高野村、東山村、門田村、神指

村、一箕村、大戸村、湊村 

・合併後の面積  284.81
    2

㎞ 

・合併後の人口  95,979人 

● 昭和 30年４月１日 

・合併した地域  大沼郡本郷町小谷集落 

・合併後の面積  286.26
    2

㎞ 

・合併後の人口  96,146人 

● 平成 12年２月１日 

未確定であった猪苗代湖の境界が確定し、国土

地理院の発表により、315.28
    2

㎞となる。 

● 平成 16年 11月１日 

・合併した地域  北会津郡北会津村 

・合併後の面積  343.46
    2

㎞ 

・合併後の人口  123,718人 

● 平成 17年 11月１日 

・合併した地域  河沼郡河東町 

・合併後の面積  383.03
    2

㎞ 

・合併後の人口  131,329人 

５. 交 流 都 市 等      

◆ 姉妹都市 

昭和 59 年９月 23 日 青森県むつ市   

平成 14 年 11 月 21 日 アメリカ合衆国 

ミズーリ州リーサミット市 

◆ 友好都市 

平成３年６月 15 日 中国湖北省荊州市 

平成 17 年４月 17 日 神奈川県横須賀市 
 
◆ 親善交流都市 

平成 11 年 10 月 30 日 徳島県鳴門市 

平成 12 年９月 24 日 長野県伊那市(高遠町) 

平成 18 年９月 22 日 アメリカ合衆国自治領 

北マリアナ諸島サイパン 

平成 27 年 10 月 14 日 北海道余市町 

令和４年９月 22 日 福岡県みやこ町 

Ⅰ 市 勢 
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６. 歴 史       

本市は、四方を険しい山々に囲まれた、会津盆地

の東南に位置する旧会津松平家の城下町です。自然

景観に恵まれた山紫水明の地であり、その地理的特

性もさることながら、歴史的にも古く、名所旧跡も

数多く、古文書や伝承によれば、古くから独自の文

化圏を形成していたことも推察され、専門家による

今後の本格的な調査・研究が強く望まれているとこ

ろです。 

「会津」の地名の起こりは、崇神天皇の頃の四道

将軍派遣に由来するといわれています。諸説あるも

のの、記紀の伝承によれば、四道将軍のうち、大彦

命は北陸方面へ、そしてその子の武渟河別命は東山

道方面の経営に遣わされたとあり、その親子が出逢

った所が「相津」とされ、後に「会津」となったと

いわれています。ちなみに「津」とは、湖や沼地の

多い所、河川の合流点という意味です。 

また、当地が「仏都会津」と称されていることも

特筆すべき点です。９世紀の初め、高僧徳一が会津

入りして大寺（現磐梯町）に慧日寺を建立し、空海

や最澄と激烈な法論を展開したことは有名な史実

です。地元の古文書には大和政権が仏教を国教とし

て認知する前に、既に会津の地にも仏寺が建立され

ていたという記録も残されているほどです。 
 

◆ 武家支配と鶴ケ城 

武士団による会津支配は葦名氏に始まります。葦

名氏は、源頼朝による鎌倉幕府開設に功あったとさ

れる三浦一族の末えいです。築城は、至徳元年

（1384）に、７代目直盛が小高木舘を築いたのが始

まりです。その後、黒川城を経て近代的な築城に本

格的に着手したのが、伊勢松阪から会津入りした蒲

生氏郷です。 

氏郷の会津入りは豊臣秀吉の命で、奥州仕置後の

伊達氏牽制が目的であったとされています。氏郷は

従来の黒川城を大改修することにより軍事的拠点

の強化を図り、更に当地を出生の地にちなんで「若

松」と改名し、後世に残る城下町の再編・整備を行

いました。黒川城を新たに「鶴ケ城」と命名したの

もこのときですが、平山城の七層の天守閣は会津の

地にその威容を鼓舞するに十分でありました。 

その後、上杉景勝の所領となりましたが、重臣直

江兼続が石田三成と結び徳川家康に対抗しようと

したことから領地替えとなり、再び蒲生氏郷の子秀

行の居城となりました。 

1627 年に｢賤ケ岳七本槍｣で有名な加藤嘉明が伊

予松山から会津に入り、その子の明成が大地震で傾

いた天守閣を五層にし、現在の城の基礎を築きまし

たが、重臣との間に不祥事があり、保科正之が新た

に会津入りすることとなりました。 

保科正之は、二代将軍秀忠の第四子、三代将軍家

光の異母弟です。以後、三代正容の代に将軍の命に

より松平姓と葵の紋を用いることが許されました。

藩祖正之は、稀にみる学才の徒であり四代将軍家綱

の補佐役として非凡な才能を駆使したばかりでな

く、藩政面でもその卓越した指導力を十分に発揮し

ました。正之自身は政務のため江戸滞在も多くあり

ましたが、正之の留守中も会津の地はよく治まり、

歴代藩主の留守中、内紛で自滅したケースが多いこ

とを考えると実に対照的です。 

藩祖正之の、徳川家に対する絶対的な忠誠心と儒

学あるいは神道を基礎とする学風は、やがて藩校日

新館に受け継がれます。九代容保の代に会津を焦土

と化す大戦乱に遭遇するに至って、会津における武

家支配は完全に終えんを迎えます。 

戊辰戦争の敗戦により鶴ヶ城が取壊しとなった

のは、1874 年(明治７年)です。 
 

◆ 会津若松市の誕生 

本市が県内初の市制を施行したのは明治 32 年４

月 1 日です。戊辰戦争の極度の混乱と荒廃の中で、

また会津藩が下北半島の斗南藩に移封され、筆舌に

尽くしがたい辛酸の後に若松市が誕生しました。 

明治期における全国的な反政府的気運は本市も

例外たることを許さず、自由民権運動家による啓も

うと弾圧の歴史は市内の「清水屋事件」などに象徴

されるように事例も数多くあります。 

昭和 30 年１月１日には、近隣７カ村と合併し、

市名も若松市から「会津若松市」と改め、名実とも

に会津の中核都市として生まれ変わりました。 
 

◆ 近年の会津若松市 

平成５年４月には、コンピュータ理工学部を持つ

４年制の福島県立会津大学が開学し、また、平成９

年４月には大学院も設置され、産学官の研究・開発

協力や新時代に対応できる情報技術へ、大きな期待

が寄せられています。 

平成９年 10 月１日には太平洋側（いわき市）と 

日本海側（新潟市）を結ぶ東北横断自動車道いわき 

新潟線（磐越自動車道）が全線開通し、東西方向と 

の結びつきが強まりました。 

平成 16 年 11 月 1 日には、県内初の北会津村との

合併が実現し、さらに平成 17 年 11 月１日には河東

町と合併し、新たなまちづくりに向けた取り組みが

始まりました。 
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１. 議 員 数       

〇 条例定数 28人（令和元年８月４日適用） 

〇 現 員  27人（令和８年４月１日現在） 

本市の第１回市会議員選挙は明治 32 年６月に行

われたが、当時の選挙権は納税額により一級、二級、

三級と区分され、議員定数はそれぞれ 10 名の計 30

名であった。その後、大正 11 年には一級、二級の

区分に改正され、それぞれ 15名の定数 30名となり、

昭和５年の選挙から 25 歳以上の者に被選挙権が与

えられる普通選挙となり、級別は廃止された。 

昭和 22 年には現行の地方自治制度が発足し、本

市の定数は 36 名となった。 

昭和 30年 4月 30日に行われた合併最初の市議会

議員選挙は、定数 36 名に対し 91 名と多くの立候補

者が立ち、その結果新人議員 22 名が当選した。こ

のことは定数の３分の２近くを占めたことになる。

また、同選挙において初の女性議員が誕生した。 

その後、昭和 60 年９月 20 日に「会津若松市議会

議員定数条例」が公布され、定数が 32 名となり、

平成 10 年 12 月 25 日に「会津若松市議会議員定数

条例の一部を改正する条例」が公布され、平成 11

年４月の一般選挙から定数が 30 名となった。 

さらに、平成 15 年１月１日に地方自治法第 91 条

第 1 項の規定に基づき「会津若松市議会議員の定数

を定める条例」(定数 30 名)が公布された。 

平成 16年 11月 1日には北会津村との合併により

北会津村議会から 15 名の議員が、また平成 17 年 11

月１日には河東町と合併し、河東町議員 18 名が会

津若松市の議員となり、途中、欠員等を経て、改選

前の議員は 57 名であった。平成 19 年４月の統一地

方選により、新たな 30 名が選出された。 

平成 23 年４月の統一地方選挙は、「平成 23 年東

北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会議

員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」に

より、平成 23 年統一地方選挙の期日においては選

挙を適正に行うことが困難と認められる市町村（第

２次指定分）として指定を受けたため、選挙期日が

平成 23 年８月７日に延期された。 

 平成 23 年５月２日には地方自治法の一部改正に

より、議員定数の人口段階別上限数に係る制限が廃

止された。 

平成 30 年９月 14 日には、「会津若松市議会議員

の定数を定める条例の一部を改正する条例」（定員

28 名）が公布され、令和元年８月４日に行われた一

般選挙から適用となった。 

なお、昭和 22 年以降、本市における市議会議員

の最年少当選者は 26 歳で、連続当選の最高回数は

９回となっている。 

 

◆ 会派・党派別議員数 （令和８年４月１日現在） 

党派 

会派 

自

民 

公

明 

立

民 

共

産 

社

民 

無

所

属 

計 

市民クラブ ２     
８ 

(2) 

10 

(2) 

フォーラム 

会津 
     ５ ５ 

公明党  
３ 

(2) 
    

３ 

(2) 

創風あいづ      ３ ３ 

立憲連合   １   
２ 

(1) 

３ 

(1) 

日本共産党    １   １ 

社会民主党 

・市民連合 
    １  １ 

夢クラブ      １ １ 

計 ２ 
３ 

(2) 
１ １ １ 

19 

(3) 

27 

(5) 

※( )内は女性議員数 

※党派名の略称は次のとおり： 

 自民⇒自由民主党、公明⇒公明党、 

立民⇒立憲民主党、共産⇒日本共産党、 

社民⇒社会民主党 

 

◆ 年齢別議員構成   （令和８年４月１日現在） 

年  齢 人 数(人) 

39 歳以下 ０ 

40～44 歳 ２ 

45～49 歳 ３ 

50～54 歳 ４ 

55～59 歳 ５ 

60～64 歳 ２ 

65～69 歳 ６ 

70 歳以上 ５ 

・最年少   40 歳 

・最年長   77 歳 

・平均年齢 59.3 歳 

 

Ⅱ 議 会 
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２. 通 年 議 会 に つ い て    

◆ 通年議会の導入 

会津若松市議会は、市民意見を起点とした政策サ

イクルの確立と実践に取り組んできた。 この取組

は、通年的な活動だけではなく、委員任期の２年、

議員任期の４年の通任期の取組となっており、通年

議会を導入する基盤が整っていた。 

本市議会の議会活動の実態に合わせた各種会議

等の法的な位置づけを見直すこと及びこれまで課

題であった会議等への出席に係る公務性について

整理を図ることを目的とし、令和４年８月に通年議

会を導入した。 
 

◆ 通年議会の会期 

定例会の回数は年１回とし、会期の始期を８月、

終期を翌年の７月末としている。 
 

◆ 定例会において開く会議 

定例会において開く会議は、下記のとおりである。 

(1) 招集会議 定例会の招集により開く会議 

(2) 定例会議 定例的に開く会議をいい、９月、12

月、２月、６月に開く。 

(3) 臨時会議 議員又は市長からの要請に基づき、

臨時に開く会議 

 

◆ 通年議会の流れ 

月         会              議 

８月 招集会議（定例会の招集） 

９月 ９月定例会議 

10 月 休会 

11 月 休会 

12 月 12 月定例会議 

１月 休会 

２月 
２月定例会議 

３月 

４月 休会 

５月 休会 

６月 ６月定例会議 

７月 定例会閉会 

※上記会議の他、通年議会の会期中における、議員

又は市長からの要請に基づいて開く臨時会議が

ある。 

※通年議会の導入により常に議会が活動能力を

有することとなる。このため、１年間を通して委員

会の所管事務調査等の議会活動を行うことができ

る。 

 

 

３. 定 例 会 議 の 日 程     

◆ 定例会議の流れ 

日程         会              議 

１ 開会日（提案理由説明） 

２ 休会（議案等調査） 

３ 本会議（一般質問・個人質問）※１ 

４ 本会議（一般質問・個人質問） 

５ 本会議（一般質問・個人質問） 

６ 
本会議（議案等に対する総括質疑）※２ 

予算決算委員会 

７ 
予算決算委員会を除く常任委員会 

予算決算委員会分科会 

８ 
予算決算委員会を除く常任委員会 

予算決算委員会分科会 

９ 休会（事務整理） 

10 予算決算委員会 

11 休会（事務整理） 

12 最終日(委員会審査報告～表決) 

 ※１ 12 月定例会議のみ一般質問の初日に代表質 

問を行う。 

 ※２ ２月定例会議においては、総括質疑は２日間 

となる。 

上記が定例会議の日程であるが、これに土曜、日

曜が入るため、実際は 15～16 日間くらいの日程を

とるのが例である。 

なお、２月定例会議及び９月定例会議は、当初予

算の審議及び決算の認定のために委員会審査に日

数を要することから、20 日間を超える会議期間とな

る。 

 

◆ 臨時会議 

臨時会議は議案等の委員会付託を行わず、通常、

会議期間は１日間としているが、議案等の内容によ

り委員会付託を行い、会議期間を２日間以上とる場

合がある。 

会 
 

期 
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４. 本 会 議 開 会 状 況    

◆ 令和７年１月１日～12月 31日 

定例

会議 
会議期間 

会議 

日数 
会議時間 

２月 ２/20～３/18 27日間 ７日 28 時間 54 分 

６月 ６/５～６/20 16日間 ６日 22 時間 13 分 

９月 ９/４～９/29 26日間 ６日 24 時間 39 分 

12 月 12/４～12/19 16日間 ６日 26 時間 49 分 

計  85日間 25日 102時間 35分 

招集

会議 
会議期間 

会議 

日数 
会議時間 

８月 ８/１ １日間 １日 １時間 37 分 

計  １日間 １日 １時間 37 分 

臨時

会議 
会議期間 

会議 

日数 
会議時間 

１月 １/23 １日間 １日 54 分 

計  １日間 １日 54 分 

 

 

５. 議 案 の 審 議      

◆ 議案付託から表決 

(1) 予算及び決算 

予算決算委員会に付託している。 

(2) 条例 

所管の常任委員会（総務委員会、文教厚生委員

会、産業経済委員会及び建設委員会）に付託して

いる。 

(3) 人事案件 

委員会付託を省略するのが通例である。 

(4) 委員会審査報告 

本会議で問題とされた点、委員間討議、討論の

あった議案などについては、審査の経過と結果な

どについて詳細に、定例会議最終日において委員

長が報告している。 

(5) 報告から表決まで 

総務委員会、文教厚生委員会、産業経済委員会、

建設委員会、予算決算委員会、特別委員会の順に

報告を行い、次いで報告に対する質疑を行い、議

員間討議、その後、一括して討論を行う。さらに

反対討論のあった議案等は分離して起立表決し、

その後、他の案件を一括して簡易採決している。 

 

 

 

 

６. 一 般 質 問     

(1) 通告 

質問者は、定例会議開会日の８日前の正午まで

に題名と具体的な質問項目を議長に通告する。 

(2) 質問形態 

代表質問（12 月定例会議のみ）と個人質問（９

月・12 月・２月・６月）がある。 

(3) 質問順序 

代表質問、個人質問の順に行うが、代表質問は

所属議員数の多い会派から行い、個人質問は会派

の輪番制となっている。 

(4) 質問時間 

質問時間について、代表質問は答弁を除き一人

25 分以内、個人質問は答弁を除き一人 20 分以内

と制限を設けている。 

また、一般質問の方式は、一括質問・一括答弁

方式と一問一答方式の選択制としている。 

一括質問・一括答弁方式は、１回目に質問の全

てを一括して質問し、執行機関より一括して答弁

を行い、再質問の発言回数は４回以内としている。 

一問一答方式は、１回目は、質問の全てを一括

して質問し、執行機関より一括して答弁を行い、

２回目（再質問）から大項目ごとに一問一答で行

う。さらに、一問一答方式を選択した場合、再質

問の質問時間は１回目の質問の残時間又は 10 分

の短い方とし、発言回数は制限しない。 

(5) 発言方法 

１回目は登壇して行い、２回目以降は発言席で

行う。（関連質問は認めていない） 

 

 

７. 総 括 質 疑     

(1) 通告 

質疑者は、定例会議開会日の本会議終了後から

同日午後３時までに質疑件名を議長に通告する。 

(2) 質疑順序 

届出順による。 

(3) 質疑件数及び時間 

質疑件数は一人３件以内、質疑時間は答弁を除

き一人 15 分以内とし、発言回数の制限は設けて

いない。 

(4) 発言方法 

すべて発言席で行う。 
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８. 定例会議別質問者･質疑者数   

◆ 定例会議別質問者･質疑者数 （令和７年） 

区    分 一般質問者数 質疑者数 

２月定例会議 19 人   ７人 

６月定例会議 20 人   ３人 

９月定例会議 20 人   ４人 

12 月定例会議 21 人   ４人 

合    計 80 人  18 人 

８月招集会議 － － 

合    計 － － 

１月臨時会議 －  ０人 

合    計 －  ０人 

 

 

９. 討 論      

(1) 通告 

定例会議最終日の前日の正午までに案件名と

賛否の別を議長に通告する。 

(2) 討論順序 

反対、賛成の順に行う。 

(3) 発言方法 

登壇して行う。 

 

 

１０. 請 願・陳 情     

(1) 受理から採決まで 

請願書及び陳情書は、定例会議開会日３日前まで

に受理したものを議会に諮り、所管の委員会に付託

する。 

各議員には文書表を配付し、委員会における審査

結果を定例会議最終日に委員長が報告した後、採

択・不採択を採決する。 

(2) 審議結果の通知など 

本会議における審議結果は、請願者・陳情者に通

知している。 

採択された請願のうち、地方自治法第 125 条に基

づき市長に処理の経過及び結果の報告を求めたも

のについて、市長はその請願が議決された定例会議

の翌々の定例会議の２週間前までに議会に報告す

ることとしている。（平成 26 年６月定例会より） 

 

 

◆ 付託委員会別審査件数  （令和７年） 

 区  分 請 願 陳 情 計 

総    務 ３ ０ ３ 

文教厚生 ２ ２ ４ 

産業経済 ４ ０ ４ 

建  設 １ ０ １ 

議会運営 ０ ０ ０ 

   計 10 ２ 12 

 

◆ 審議結果   （令和７年） 

区  分 請  願 陳  情 計 

採    択 ６ １ ７ 

一部採択 １ ０ １ 

不 採 択 ３ １ ４ 

継続審査 ０ ０ ０ 

取り下げ ０ ０ ０ 

審議未了 ０ ０ ０ 

   計 10 ２ 12 

 

 

１１. 常 任 委 員 会       

◆ 構成 

常任委員会は、条例で５委員会と定めている。

また、条例により委員の任期は２年と定められて

いる。 
 

◆ 名称と所管事項      （令和８年４月１日現在） 

名 称 所   管   事   項 定数 

総 務 

委員会 

議会、企画政策部、財務部、総

務部、会計管理者、選挙管理委

員会、監査委員、公平委員会、

固定資産評価審査委員会、他の

常任委員会に属さない事項 

７人 

文教厚生 

委員会 

市民部、健康福祉部、教育委員

会 
７人 

産業経済 

委員会 

観光商工部、農政部、農業委員

会 
７人 

建 設 

委員会 
建設部、上下水道局 ７人 

予算決算 

委員会 

予算に関すること 

決算に関すること 
27 人 

※ 平成 25 年６月定例会において予算決算委員会

の設置が決定された。 

予算決算委員会には、会津若松市議会予算決算
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委員会の運営に関する要綱に基づき、総務・文教

厚生・産業経済・建設の各委員会の委員によりそ

れぞれ構成する第１分科会から第４分科会までの

４つの分科会を置き、付託事件を分担し審査して

いる。 

 

 

１２. 議 会 運 営 委 員 会    

◆ 構成 

議会の円滑な運営を図るため、会津若松市議会運

営委員会規程に基づき設置していた。 

平成３年の地方自治法改正により議会運営委員

会を条例により設置することができることとなっ

たため、平成３年９月から会津若松市議会委員会条

例に基づき設置している。 条例に委員の任期は２

年、定数は７人と定めている。 

委員は議長が会議に諮って指名する。 具体的に

は、３人以上の会派から、その所属議員の人数に応

じて按分している。 
 

◆ 開会 

議会運営委員会は､臨時会議については開会日の

７日前、定例会議については開会日の 10 日前及び

７日前に開会される。 

 

 

１３. 特 別 委 員 会     

◆ 設置 

特別委員会は、必要な場合に議会の議決で設置し、

委員定数も議会の議決で定めることができる。委員

の任期は審査が終了するまでである。 
 

◆ 議会評価特別委員会 

議会評価の実施及び議会評価を活用した議会活

動のさらなる充実に係る調査研究等を行うため、議

会評価特別委員会を設置した。（令和５年 10 月６

日から設置） 

 

 

１４. 議 員 全 員 協 議 会    

◆ 構成 

議員全員で構成し、議会の運営、市政の課題等に

ついて協議又は調整を図るため、市長等からの説明

及び報告並びに議員間の討議を行う。 

 

１５. 委 員 会 協 議 会     

◆ 構成 

常任委員会委員で構成し、常任委員会の所管事項

に関する執行機関からの説明及び報告を受ける。 

 

 

１６. 各 派 代 表 者 会 議    

◆ 構成 

議長、副議長及び会派（所属議員が３人以上）の

代表者で構成し、会派間の調整及び協議を行う。 

 

 

１７. 広 報 広 聴 委 員 会    

◆ 設置 

会津若松市議会基本条例を平成 20 年６月に可決

したことに伴い設置された。任期は２年、定数は８

人と定めている。 

議会の広報広聴機能を充実させるため、議会広報

紙の編集・発行や、市民との意見交換会に関するこ

となどを所掌する。 

 

 

１８. 議 会 災 害 対 策 本 部    

◆ 構成 

議員全員で構成し、災害時における議会機能の

維持等に関する調整及び協議を行う。 

 

 

１９. 正副議長と正副委員長との調整会議  

◆ 構成 

議長、副議長、常任委員会委員長及び副委員長、

議会運営委員会委員長及び副委員長、広報広聴委

員会委員長及び副委員長並びに特別委員会委員長

及び副委員長で構成し、議会全般に係る運営等に

関する調整及び協議を行う。 
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２０. 通年議会導入に伴う政策討論会の整理 

◆ 政策討論会の整理 

会津若松市議会基本条例に基づき、市政に関する

重要な政策と課題について共通認識と合意形成を

図り、政策を立案し、市長等への政策提案及び政策

提言を推進することを目的とし、平成 20 年に政策

討論会を設置した。 

政策討論会は、市政に関する重要な政策と課題に

ついて調査研究を行い、市長へ政策提言を行ってき

た。 

令和４年８月の通年議会の導入時に、政策討論会

を廃止し、政策討論会における調査研究活動は、常

任委員会である予算決算委員会の所管事務調査と

して位置づけた。 

 

通年議会導入前 通年議会導入後 

政策討論会における調

査研究 

予算決算委員会におけ

る所管事務調査 

政策討論会全体会 予算決算委員会 

政策討論会各分科会 予算決算委員会各分科

会 

議会制度検討委員会 議会制度検討特別委員

会 

 

◆ 参考：通年議会導入前の政策討論会の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・政策討論会全体会 

議員全員により構成 

 

・政策討論会各分科会 

総務・文教厚生・産業経済・建設の各委員会の

委員により第１から第４までの各分科会を構成 

 

・議会制度検討委員会 

  会派（所属議員が２人以上）から選出された委

員と公募による市民委員２名以内により構成 

 

 

 

２１. 委 員 会 等 開 会 状 況    

◆ 令和７年 1月 1日～12月 31日 

委 員 会 名 開会日

数会 

会議時間 

総 務 委 員 会 13 日 11 時間 19 分 

文教厚生委員会 15 日 18 時間 53 分 

産業経済委員会 ７日 ６時間 20 分 

建 設 委 員 会 11 日 ５時間 ８分 

予算決算委員会 ９日 ７時間 35 分 

予算決算委員会第１分科会 25 日 48 時間 ９分 

予算決算委員会第２分科会 23 日 66 時間 10 分 

予算決算委員会第３分科会 27 日 57 時間 58 分 

予算決算委員会第４分科会 31 日 67 時間 24 分 

予算決算委員会理事会 ５日 11 分 

議会運営委員会 44 日 12 時間 23 分 

議会評価特別委員会 18 日 22 時間 25 分 

議員全員協議会 ３日 １時間 44 分 

各派代表者会議 25 日 ８時間 25 分 

広報広聴委員会 22 日 28 時間 33 分 

正副議長と正副委員長 

との調整会議 
４日 １時間 １分 

 

 

２２. 委 員 会 協 議 会 開 会 状 況 

◆ 令和７年 1月 1日～12月 31日 

会 議 名 開会日数 会議時間 

総務委員会協議会 10 日 ６時間 17 分 

文教厚生委員会協議会 11 日 ９時間 36 分 

産業経済委員会協議会 ５日 ２時間 38 分 

建設委員会協議会 ７日 ４時間 ２分 

 

 

政
策
討
論
会
全
体
会 

政策討論会第１分科会 

政策討論会第２分科会 

政策討論会第３分科会 

政策討論会第４分科会 

政策討論会 
議会制度検討委員会 



         - 9 - 

２３. 市 民 と の 意 見 交 換 会   

会津若松市議会基本条例に基づき、平成 20 年８

月から開催している。 

市民に対し、議会で行われた議案等の審議の経過

及び結果について報告するとともに、政策形成に関

する意見交換を行うことを目的とする。 

市内 15 地区において年２回開催する「地区別意

見交換会」と、議会が取り組む政策立案等について

教育・文化・福祉・産業等の分野ごとに関係市民団

体と実施する「分野別意見交換会」がある。  

 

◆ 意見交換会開催状況 

(1) 地区別意見交換会（令和７年１月～12 月） 

回 時期 参加人数 内 容 

第 31回 ５月 181 名 

・２月定例会議の報告 

・意見交換（市政全般、各

地区の課題について） 

第 32回 11月 141 名 

・９月定例会議の報告 

・意見交換（市政全般、各

地区の課題について） 

 

(2) 分野別意見交換会（令和７年１月～12 月） 

開催日 対象 開催趣旨 対応主体 

１/29 

若松第

３地域

包括支

援セン

ター 

地域包括ケアシステム

の実態や医療・介護と

の連携状況、高齢者の

経済的・環境的課題に

ついて理解を深め、調

査研究に生かす。 

予算決算 

委員会 

第２分科

会 

２/４ 

会津漆

器協同

組合 

地場産業振興の現状及

び課題等について理解

を深め、調査研究に生

かす。 

予算決算 

委員会 

第３分科

会 

11/19 

会津道

路メン

テナン

ス協同

組合 

令和７年２月の豪雪に

係る対応や問題・課題

等について、実際の業

務に携わる担い手との

意見交換を通じて理解

を深め、調査研究に生

かす。 

予算決算 

委員会 

第４分科

会 

 

 

 

２４. 議 会 費       

◆ 過去３年間の当初予算  （単位：千円) 

区    分 令和８年度 令和７年度 令和６年度 

報酬 148,272 148,305 151,356 

給料 47,354 46,224 48,494 

職員手当等 85,883 84,337 85,168 

共済費 52,524 54,500 60,984 

報償費 661 657 677 

旅費 5,058 4,857 4,575 

交際費 1,500 1,500 1,500 

需用費 8,317 8,929 9,324 

役務費 1,055 1,112 1,156 

委託料 11,426 8,848 9,651 

使用料及び賃借料 4,980 3,349 3,394 

工事請負費 0 0 0 

備品購入費 50 997 50 

負担金補助及び交付金 12,369 12,379 12,790 

合  計 379,449 375,994 389,119 

一般会計に占める割合 0.6% 0.7% 0.7% 

 

２５. 報 酬・費 用 弁 償 等    

議員報酬等については、議員報酬等に関する条例

に基づき支給される。なお、下記報酬の推移につい

ては、市長が会津若松市特別職報酬等審議会の答申

を踏まえて議会へ条例改正案を提出し、議決を経て

改正されたものである。 

◆ 議員報酬の推移   （単位：千円) 

区 分 
改 正 年 月 日 

令和８年 
４月１日 

平成 25 年 
1月 1日 

平成 16 年 
1月 1日 

平成 8 年 
4月 1日 

議  長 522 514 553 582 

副議長 484 477 513 540 

議 員   454 447 481 506 

◆ 特別職等の給与の推移  （単位：千円) 

区 分 
改 正 年 月 日 

令和８年 
４月１日 

平成 25 年 
1月 1日 

平成 16 年 
1月 1日 

平成 15 年 
7月 1日 

市  長 951 937 1,008 1,043 

副市長※1 763 752 809 809 

常勤の 

監査委員 
584 575 619 619 

教育長 678 668 719 719 
上下水道事業 

管理者※2 
678 668 719 719 

※１ 平成 19年３月 31日までの職名は、助役 

※２ 令和２年３月 31日までの職名は、水道事業管理者 
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◆ 費用弁償 

本会議に出席したとき、または常任委員会、特別

委員会及び議会運営委員会に委員として出席した

ときは次の区分により費用を弁償していたが、平成

19 年度から廃止とした。 

・ 居住地から片道８㎞未満 １日につき 1,500 円 

・ 居住地から片道８㎞以上 １日につき 1,750 円 

当該会議又は委員会終了時刻の延長、その他やむ

を得ない事情により宿泊したときは、居住地から片

道８km 以上の場合、宿泊料の実費を支給することと

していたが、平成 20 年９月から廃止とした。 

 

◆ 旅費等（平成２年 10 月１日適用） 

○ 日    当 3,000円（県内については 1,500円） 

※平成 15 年４月１日適用 

○  宿泊料 

宿泊料 地  域 

甲地方の地域 

 14,800 円 

さいたま市、千葉市、東京都特別

区、横浜市、川崎市、名古屋市、

京都市、大阪市、堺市、神戸市、

広島市、福岡市 

乙地方の地域 

 13,300 円 
甲地方以外の地域 

 

◆ 期末手当（令和８年４月１日適用） 

報酬月額と報酬月額の 20％の合計額に下記の割

合を乗じた額を支給する。 

○ ６月 ……175％  ○ 12 月 ……175％ 

 

◆ 行政調査等旅費 

従前は年一人当たり 90,000円 の予算であったが、

平成 21年度より年一人約 90,000円の予算の範囲内

で委員会（分科会）毎に講師謝礼・講師の費用弁償

及び行政調査の旅費に振り分け、調査費用としてい

る。 

 

◆ 市議会政務活動費 

｢会津若松市議会政務活動費の交付に関する条

例｣(平成 13 年４月１日施行）に基づき、１か月一

人当たり 35,000 円に所属する議員数を乗じた額を

毎年度４月(４月～９月分)と 10 月(10 月～３月分)

に各会派に対し交付する。 

条例制定時は名称が政務調査費で月額一人

50,000 円、平成 17 年度より月 45,000 円、平成 21

年度からは現在の額に改正された。 

地方自治法の一部改正に伴い、名称が平成 25 年

３月１日から政務活動費に改められた。 

なお、これまでの申し合わせ事項を整理した「会

津若松市議会政務活動費ガイドライン」（平成 27 年

４月から適用）を作成し、平成 30 年３月及び令和

２年７月に見直しを行った。 

 

 

２６. 議 会 刊 行 物     

◆ 先例集 

議会の能率的かつ円滑な運営に資するため、本市

議会における一連の先例や事例をまとめたもので

ある。４年に一度発行している。 

○ 創    刊 昭和 63 年３月 

○ 発行回数 ４年ごと 

○ 発行部数 50 部 

○ 配  布 議員、議会事務局職員 

 

◆ 会議録 

定例会議の会議録は、次回定例会議開会日の 15

日前までに作成し、議員、執行機関及び公民館等に

配布している。また、臨時会議の会議録についても

その都度作成し、配布している。 

○ 発行回数 招集会議、定例及び臨時会議ごと 

○ 発行部数 50 部 

○ 配  布 議員、執行機関、公民館等 

○ 会議録検索システム 

平成19年以降の本会議及び平成26年以降の委

員会について、市のホームページより会議録の検

索・閲覧ができる。 

 

◆ 議会広報紙 

議会の活動状況を市民に知らせるため、本会議、

委員会等の内容を掲載している。音声版及び点字版

も制作・配布している。 

○ 創    刊 昭和 49 年５月 15 日 

○ 発行回数 年４回(定例会議の翌々月の１日発行)、

改選時に臨時号 

○ 発行部数 51,600 部 

○ 配    布 市内全世帯(町内会を通して配布) 

 

◆ 会津若松市議会白書 

市民との協働型議会を目指し、議会の「見える化」

を図るため、年１回発行し、市内の公共施設等に設

置している。平成 26 年度・28 年度・令和２年度・

６年度には本編を市内全世帯へ配布した。点字版、

音声版を作成しており、令和６年度からは手話動画

版を作成し、YouTube で公開している。 
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○ 創    刊   平成 25 年 

○ 配  布   市内の学校、公民館など 

       （平成 26 年度・28 年度・令和２年

度・６年度は市内全世帯へ配布） 

 

◆ 会津若松市議会史 

市制施行 90 周年記念事業の一環として編さん事         

業に着手したものであり、議会が果たしてきた役割

や位置付けを明確にするものである。 

○ 発    行 平成６年度から平成 10 年度までに

年表編、資料編Ⅰ・Ⅱ、記述編Ⅰ・

Ⅱの５巻を刊行 

○ 発行部数 1,000 部 

 

 

２７. 議 会 中 継      

◆ 映像配信 

本会議及び予算決算委員会の映像は、ライブ中継

及び録画映像を YouTube で配信している。また、議

会事務局において、議会映像を録画した光ディスク

の貸出しを行っている。 

 

 

２８. 議 会 図 書      

◆ 蔵書数      （令和８年４月１日現在） 

     区     分 冊   数 

 議  会  運  営 167 

 議    会    史 14 

 政 策  ・  財 政 77 

 法 律  ・  規 則 26 

辞 典  ・  用 語 

  ・ 市  史  

33 

歴 史   ・  地誌他 193 

    合       計 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９. 行 政 視 察 の 受 入 れ    

市の各種事務事業や議会改革等に関して、他自治

体の議会関係者や各種研究機関等からの視察の受

入れ（オンラインでの視察受け入れを含む）を行っ

ている。 

  

◆ 行政視察受入件数 

区分 
令和７年度 令和６年度 

 件 数 人 数  件 数  人 数 

 ４月 ０ ０ ２ 18 

 ５月 ２ 21 ４ 40 

 ６月 １ 15 ０ ０ 

 ７月 ７ 49 ６ 63 

 ８月 ４ 34 ４ 22 

 ９月 ０ ０ ０ ０ 

10 月 11 121 12 113 

11 月 ８ 121 ７ 56 

12 月 １ ６ ０ ０ 

 １月 ６ 54 ４ 54 

 ２月 ２ 16 １ 12 

 ３月 ０ ０ １ ８ 

合計 42 437 41 386 

 

 

３０. 議 会 事 務 局    

◆ 事務局機構 

○ 定数 13 人 

○ 現員 11 人    （令和８年４月１日現在） 

                        総務グループ２人 

  事務局長－事務局次長 （副主幹１、主査１） 

      議事調査グループ７人 

           （主幹１、副主幹１、主査５） 
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１.  会 計 別 当 初 予 算      

     （単位:千円）  

会    計    別 令和８年度 令和７年度 比較増減額 
対前年度伸率

(％) 

  一   般   会   計 60,495,000 55,787,000 4,708,000 8.4 

   国民健康保険 10,343,687 10,804,000 ▲460,313 ▲4.3 

特 観光施設事業 148,905 151,793 ▲2,888 ▲1.9 

 地方卸売市場事業 76,424 69,543 6,881 9.9 

別 扇町土地区画整理事業 259,969 410,281 ▲150,312 ▲36.6 

 介護保険 13,032,437 12,956,394 76,043 0.6 

会 三本松地区宅地整備事業 26,620 94,367 ▲67,747 ▲71.8 

 後期高齢者医療 1,972,041 1,690,000 282,041 16.7 

計 工業団地整備事業 209,509 45,224 164,285 363.3 

     小    計 26,069,592 26,221,602  ▲152,010 ▲0.6 

合    計 86,564,592 82,008,602 4,555,990 5.6 

※ 企業会計（水道事業、簡易水道事業、下水道事業）を除く。 

 

◆ 企業会計                                                                 （単位:千円） 

  水 道 事 業 会 計 令和８年度 令和７年度 比較増減額 
対前年度伸率

(％) 

（収益的支出） 3,088,468 3,095,476 ▲7,008 ▲0.2 

（資本的支出） 1,685,227 1,885,080 ▲199,853 ▲10.6 

 

（単位:千円） 

  簡 易 水 道 事 業 会 計 令和８年度 令和７年度 比較増減額 
対前年度伸率

(％) 

（収益的支出） 39,840 33,920 5,920 17.5 

（資本的支出） 41,686 71,122 ▲29,436 ▲41.4 

 

（単位:千円） 

  下 水 道 事 業 会 計 令和８年度 令和７年度 比較増減額 
対前年度伸率

(％) 

（収益的支出） 3,337,881 3,304,385 33,496 1.0 

（資本的支出） 2,762,326 2,868,346 ▲106,020 ▲3.7 

  

Ⅲ 財政状況 
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２.  一般会計当初予算 （歳入）     

◆ 款別歳入                                                                    （単位:千円） 

科    目 

令和８年度 令和７年度 比  較 

予  算  額 
構成比 

(％) 
予  算  額 

構成比 

(％) 
増 減 額 

伸 率 

(％) 

1 市税 16,667,000 27.6 15,955,000 28.6 712,000 4.5 

2 地方譲与税 455,216 0.8 455,884 0.8 ▲668 ▲0.1 

3 利子割交付金 44,700 0.1 9,400 0.0 35,300 375.5 

4 配当割交付金 97,400 0.2 40,700 0.1 56,700 139.3 

5 株式等譲渡所得割交付金 115,700 0.2 34,100 0.1 81,600 239.3 

 6 法人事業税交付金 327,900 0.5 323,100 0.6 4,800 1.5 

7 地方消費税交付金 3,532,000 5.8 3,216,000 5.8 316,000 9.8 

8 ゴルフ場利用税交付金 7,100 0.0 8,000 0.0 ▲900 ▲11.3 

9 環境性能割交付金 4,300 0.0 39,400 0.1 ▲35,100 ▲89.1 

10 地方特例交付金 180,431 0.3 109,900 0.2 70,531 64.2 

11 地方交付税 11,106,700 18.4 10,938,300 19.6 168,400 1.5 

12 交通安全対策特別交付金 15,000 0.0 20,000 0.0 ▲5,000 ▲25.0 

13 分担金及び負担金 244,594 0.4 249,282 0.4 ▲4,688 ▲1.9 

14 使用料及び手数料 1,079,867 1.8 637,168 1.1 442,699 69.5 

15 国庫支出金 11,422,898 18.9 11,283,381 20.2 139,517 1.2 

16 県支出金 5,088,134 8.4 4,473,423 8.0 614,711 13.7 

17 財産収入 94,430 0.2 68,741 0.1 25,689 37.4 

18 寄附金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

19 繰入金 5,496,864 9.1 3,136,034 5.6 2,360,830 75.3 

20 繰越金 500,000 0.8 500,000 0.9 0 0.0 

21 諸収入 1,446,765 2.4 1,965,186 3.5 ▲518,421 ▲26.4 

22 市債 2,568,000 4.2 2,324,000 4.2 244,000 10.5 

合     計 60,495,000 100.0 55,787,000 100.0 4,708,000 8.4 

※ 表示単位未満四捨五入の関係で、各項目と合計、構成比が一致しない場合がある。 

 

◆ 財源別歳入                                                                 （単位:千円） 

科   目 

令和８年度 令和７年度 比  較 

予  算  額 
構成比 

(％) 
予  算  額 

構成比 

(％) 
増  減  額 

伸 率 

(％) 

 自主財源 25,529,521 42.2 22,511,412 40.4 3,018,109 13.4 

 依存財源 34,965,479 57.8 33,275,588 59.6 1,689,891 5.1 

合   計 60,495,000 100.0 55,787,000 100.0 4,708,000 8.4 

※自主財源は、市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入 

の合計 

※依存財源は、地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・法人事業税交付金・ 

地方消費税交付金・ゴルフ場利用税交付金・環境性能割交付金・地方特例交付金・地方交付税・交通安全 

対策特別交付金・国庫支出金・県支出金・市債の合計 
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３.  一般会計当初予算 （歳出）      

◆款別歳出                                                                    （単位:千円） 

科   目 
令和８年度 令和７年度 比      較 

当初予算額 構成比(％) 当初予算額 構成比(％) 増  減  額 伸率(％) 

 1  議会費 379,449 0.6 375,994 0.7 3,455 0.9 

 2  総務費 7,562,057 12.5 7,557,884 13.5 4,173 0.1 

 3  民生費 24,036,511 39.7 23,363,470 41.9 673,041 2.9 

 4  衛生費 5,552,214 9.2 4,674,690 8.4 877,524 18.8 

 5  労働費 70,144 0.1 69,095 0.1 1,049 1.5 

 6  農林水産業費 1,666,230 2.8 1,448,486 2.6 217,744 15.0 

 7  商工費 1,835,162 3.0 1,546,112 2.8 289,050 18.7 

 8  土木費 4,878,050 8.1 5,037,752 9.0 ▲159,702 ▲3.2 

 9  消防費 1,738,649 2.9 2,317,656 4.2 ▲579,007 ▲25.0 

10  教育費 5,843,580 9.7 5,072,142 9.1 771,438 15.2 

11  公債費 6,832,954 11.3 4,223,719 7.6 2,609,235 61.8 

12  予備費 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0 

歳 出 合 計 60,495,000 100.0 55,787,000 100.0 4,708,000 8.4 

※表示単位未満四捨五入の関係で、各項目と合計、構成比が一致しない場合がある。 

 

◆ 性質別歳出                                                                （単位:千円） 

科目 
令和８年度 令和７年度 比      較 

当初予算額 構成比(％) 当初予算額 構成比(％) 増  減  額 伸率(％) 

義

務

的

経

費 

人  件  費 9,041,594 14.9 8,669,716 15.5 371,878 4.3 

扶  助  費 14,956,646 24.7 14,572,348 26.1 384,298 2.6 

公  債  費 6,832,954 11.3 4,223,719 7.6 2,609,235 61.8 

小     計 30,831,194 51.0 27,465,783 49.2 3,365,411 12.3 

投

資

的

経

費 

普通建設事業費 5,214,770 8.6 4,887,294 8.8 327,476 6.7 

 (1)補助事業費 3,123,051 5.1 2,716,943 4.9 406,108 14.9 

 (2)単独事業費 1,745,872 2.9 2,145,094 3.8 ▲399,222 ▲18.6 

 (3)そ の 他 345,847 0.6 25,257 0.0 320,590 1,269.3 

小     計 5,214,770 8.6 4,887,294 8.8 327,476 6.7 

そ

の

他 

物  件  費 10,214,262 16.9 9,550,715 17.1 663,547 6.9 

維 持 補 修 費 915,068 1.5 777,355 1.4 137,713 17.7 

補 助 費 等 6,487,917 10.7 6,712,754 12.0 ▲224,837 ▲3.3 

積  立  金 637,574 1.1 114,567 0.2 523,007 456.5 

投資及び出資金 71,737 0.1 86,702 0.2 ▲14,965 ▲17.3 

貸  付  金 713,800 1.2 610,000 1.1 103,800 17.0 

繰  出  金 5,308,678 8.8 5,481,830 9.8 ▲173,152 ▲3.2 

予  備  費 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0 

小     計 24,449,036 40.4 23,433,923 42.0 1,015,113 4.3 

歳 出 合 計 60,495,000 100.0 55,787,000 100.0 4,708,000 8.4 

※表示単位未満四捨五入の関係で、各項目と合計、構成比が一致しない場合がある。 
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４.  会 計 別 決 算             

          (単位:千円) 

会     計     別 
令和６年度 令和５年度 

歳  入 歳  出 歳    入 歳    出 

一    般    会    計 60,208,798 56,167,072 55,506,554 52,463,323 

特 

 

別 

 

会 

 

計 

国民健康保険 10,802,215 10,575,814 11,310,530 11,091,538 

観光施設事業 311,389 280,136 349,966 306,385 

地方卸売市場事業 92,520 87,214 100,869 93,374 

扇町土地区画整理事業 1,237,567 1,161,157 724,982 471,408 

介護保険 13,597,694 13,061,502 13,420,845 12,860,315 

三本松地区宅地整備事業業 102,950 4,846 108,829 5,879 

後期高齢者医療 1,655,257 1,644,689 1,520,788 1,510,803 

工業団地整備事業 17,526 17,427 － － 

      小    計 27,817,118 26,832,785 27,536,809 26,339,702 

合     計 88,025,916 82,999,857 83,043,363 78,803,025 

※企業会計（水道事業・簡易水道事業・下水道事業）を除く。 

 

◆ 企業会計                                (単位:千円) 

水 道 事 業 会 計 
令和６年度 令和５年度 

収  入 支  出 収  入 支  出 

収 益 的 収 支 3,160,933 3,012,626 3,230,605 2,979,889 

資 本 的 収 支 527,355 1,567,079 560,487 1,676,697 

 

  (単位:千円) 

簡 易 水 道 事 業 会 計 
令和６年度 令和５年度 

収  入 支  出 収  入 支  出 

収 益 的 収 支 27,897 18,592 26,132 18,405 

資 本 的 収 支 18,073 22,168 16,545 20,640 

 

  (単位:千円) 

下 水 道 事 業 会 計 
令和６年度 令和５年度 

収  入 支  出 収  入 支  出 

収 益 的 収 支 3,526,086 3,260,263 3,510,606 3,208,116 

資 本 的 収 支 1,233,979 2,438,596 1,749,702 3,199,946 
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５.  一般会計決算（歳入）         

◆ 款別歳入                                                                  （単位:千円） 

      科        目 
令和６年度 令和５年度 

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 

1 市税 15,511,930 25.8 15,900,167 28.7 

2 地方譲与税 461,909 0.8 455,361 0.8 

3 利子割交付金 5,619 0.0 4,394 0.0 

4 配当割交付金 89,412 0.1 58,474 0.1 

5 株式等譲渡所得割交付金 115,465 0.2 63,414 0.1 

6 法人事業税交付金 331,996 0.6 352,490 0.7 

7 地方消費税交付金 3,208,309 5.3 3,156,113 5.7 

8 ゴルフ場利用税交付金 8,412 0.0 7,989 0.0 

9 環境性能割交付金 39,157 0.1 41,965 0.1 

10 地方特例交付金 592,849 1.0 115,840 0.2 

11 地方交付税 12,218,109 20.3 11,207,853 20.2 

12 交通安全対策特別交付金 12,160 0.0 13,408 0.0 

13 分担金及び負担金 250,783 0.4 279,799 0.5 

14 使用料及び手数料 629,413 1.0 664,702 1.2 

15 国庫支出金 11,535,493 19.2 10,937,984 19.7 

16 県支出金 4,160,216 6.9 4,220,779 7.6 

17 財産収入 72,681 0.1 61,264 0.1 

18 寄附金 254,884 0.4 371,924 0.7 

19 繰入金 2,362,449 3.9 1,182,623 2.1 

20 繰越金 3,043,231 5.1 3,511,527 6.3 

21 諸収入 2,150,721 3.6 1,461,284 2.6 

22 市債 3,153,600 5.2 1,437,200 2.6 

      合        計 60,208,798 100.0 55,506,554 100.0 

※表示単位未満四捨五入の関係で、各項目と合計、構成比が一致しない場合がある。 

 

 

◆ 財源別歳入                                                                （単位:千円） 

科        目 
令和６年度 令和５年度 

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 

  自    主    財    源 24,276,092 40.3 23,433,290 42.2 

  依    存    財    源 35,932,706 59.7 32,073,264 57.8 

     合           計 60,208,798 100.0 55,506,554 100.0 

※自主財源は、市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸 

収入の合計 

※依存財源は、地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・ 

ゴルフ場利用税交付金・自動車取得税交付金・環境性能割交付金・地方特例交付金・地方交付税・交通安

全対策特別交付金・国庫支出金・県支出金・市債の合計 
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６.  一般会計決算 （歳出）         

◆ 款別歳出                                                                  （単位:千円） 

科        目 
令和６年度 令和５年度 

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 

 1  議会費 362,373 0.7 355,058 0.7 

 2  総務費 9,850,285 17.5 6,119,568 11.7 

 3  民生費 22,436,122 40.0 23,039,750 43.9 

 4  衛生費 4,273,291 7.6 4,437,878 8.4 

 5  労働費 60,619 0.1 60,440 0.1 

 6  農林水産業費 1,365,459 2.4 1,462,550 2.8 

 7  商工費 1,299,598 2.3 1,423,574 2.7 

 8  土木費 5,927,349 10.6 4,134,747 7.9 

 9  消防費 1,573,786 2.8 1,531,787 2.9 

10  教育費 5,005,470 8.9 5,131,622 9.8 

11  公債費 4,012,720 7.1 4,766,349 9.1 

12  予備費 － － － － 

13  災害復旧費 － － － － 

合     計 56,167,072 100.0 52,463,323 100.0 

 

◆ 性質別歳出                                                                （単位:千円） 

       科       目 
令和６年度 令和５年度 

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 

義
務
的
経
費 

人件費 8,662,654 15.4 7,935,230 15.1 

扶助費 14,240,022 25.4 15,069,908 28.7 

公債費 4,012,720 7.1 4,766,349 9.1 

小  計 26,915,396 47.9 27,771,487 52.9 

投
資
的
経
費 

普通建設事業費 5,245,245 9.3 2,473,699 4.7 

災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0 

小  計 5,245,245 9.3 2,473,699 4.7 

そ
の
他
の
経
費 

物件費 7,641,859 13.7 7,200,145 13.8 

維持補修費 2,374,091 4.2 850,659 1.6 

補助費等 7,094,187 12.6 7,033,248 13.4 

積立金 677,391 1.2 883,912 1.7 

投資・出資金・貸付金 674,492 1.2 691,910 1.3 

繰出金 5,544,411 9.9 5,558,263 10.6 

小  計 24,006,431 42.8 22,218,137 42.4 

合     計 56,167,072 100.0 52,463,323 100.0 

 

 

 

 



 

- 18 - 

７.  財 政 分 析                

◆ 財政指標 

区        分 令和６年度決算 令和５年度決算 令和４年度決算 

基準財政需要額 25,544,740 千円 25,019,513 千円 24,433,896 千円 

基準財政収入額 15,494,156 千円 15,441,831 千円 15,139,924 千円 

標準財政規模 29,785,808 千円 29,347,185 千円 28,969,007 千円 

財政力指数 0.61 0.62 0.62 

実質収支比率 11.7％ 9.5％ 11.5％ 

経常収支比率 90.0％ 87.0％ 86.1％ 

実質公債費比率 5.2％ 4.9％ 4.8％ 

将来負担比率 38.8％ 27.1％ 31.8％ 

※各指標については、決算統計（普通会計）に基づき算定された数値を用いているため、一般会計の状況と

は一致しない場合がある。 

※普通会計とは、各地方公共団体の財政状況の把握、地方公共団体間の財政比較等のために用いられる統計

上の会計であり、本市の場合、一般会計と扇町土地区画整理事業特別会計のうち保留地処分にかかる事業

費を除いたものを合算したものである。 



 


